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編 集 後 記
今年８月に公表された厚生労働省の雇用動

向調査によると2023年に7.3万人が家族の介
護・看護を理由に離職しています。この問題
に対して国も介護休業法を定め仕事と介護の
両立のための支援を行っています。しかし介
護をしている労働者のうち介護休暇や休業制
度を利用している割合は10％台にとどまって
いて、制度を利用せずに離職してしまう人も
多いと思われます。これは職場において「自
分が休めば同僚に迷惑がかかる」などの心理
があることや、実際にそのような雰囲気があ
ることが一因だと推測しています。

福祉国家と言われているスウェーデンでは
高い税率と引き換えに介護は行政の責任で行

われていて、国民の意識としても子どもや配
偶者などの家族に介護をしてもらうという考
えは一般的ではありません。一方わが国では
民法により家族の扶養義務が明記されていて、
それを果たさない場合は刑法により処罰され
ることもあります。また「子どもが親の介護を
するのは当たりまえ」といった考えも根強く
残っています。

日本は中負担中福祉と言われていますが、
最大限の効果を得るためには法や職場環境の
整備だけでなく、国民一人ひとりの介護への
理解が重要であり、その啓発活動を根気強く
行うことが必要となるのではないでしょうか。

全老健広報情報委員　香川二朗
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